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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【公開番号】特開2012-249846(P2012-249846A)
【公開日】平成24年12月20日(2012.12.20)
【年通号数】公開・登録公報2012-054
【出願番号】特願2011-125250(P2011-125250)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｗ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月3日(2014.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を通過したＸ線の空間強度分布を画像に変換するＸ線受像装置と、
　前記Ｘ線受像装置と無線通信を行う無線基地局と、
　前記Ｘ線受像装置による画像への変換が行われている間の通信可能範囲を、前記Ｘ線受
像装置により得られた画像が送信される際の前記無線基地局の通信可能範囲に比べて限定
する制御手段と
を有することを特徴とするＸ線撮影システム。
【請求項２】
　前記通信可能範囲は、前記Ｘ線受像装置又は前記無線基地局の電波強度が閾値以上とな
る範囲であることを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項３】
　前記通信可能範囲は、データ通信速度が閾値以上となる範囲であることを特徴とする請
求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記無線基地局又は前記Ｘ線受像装置の電波の指向性を限定すること
により、前記通信可能範囲を制限することを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システ
ム。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記無線基地局又は前記Ｘ線受像装置の電波強度を低くすることによ
り、前記通信可能範囲を制限することを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮影システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記Ｘ線受像装置による画像への変換が終了した後に、前記通信可能
範囲の限定を解除することを特徴とする請求項１乃至５何れか１項に記載のＸ線撮影シス
テム。
【請求項７】
　前記通信可能範囲が限定され、かつ前記Ｘ線受像装置と前記無線基地局の間の通信が確
立されていない場合に、警告を表示する表示手段をさらに有することを特徴とする請求項
１に記載のＸ線撮影システム。
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【請求項８】
　被写体を通過したＸ線の空間強度分布を２次元の画像に変換するＸ線受像装置と、
　Ｘ線照射の方向に基づいて、前記Ｘ線受像装置と無線通信を行う無線基地局の通信可能
範囲を限定する制御手段と
を有することを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記Ｘ線受像装置が被写体を通過したＸ線の空間強度分布を２次元画
像に変換する場合に、前記通信可能範囲を限定することを特徴とする請求項８に記載のＸ
線撮影装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記Ｘ線受像装置による画像への変換が行われている間の通信可能範
囲を、前記Ｘ線受像装置により得られた画像が送信される際の前記無線基地局の通信可能
範囲に比べて限定することを特徴とする請求項８に記載のＸ線撮影装置。
【請求項１１】
　前記通信可能範囲が限定され、かつ前記Ｘ線受像装置と前記無線基地局の間の通信が確
立されていない場合に、警告を表示する表示手段をさらに有することを特徴とする請求項
８に記載のＸ線撮影装置。
【請求項１２】
　無線基地局を制御する制御システムであって、
　Ｘ線受像装置と無線通信を行う無線基地局と、
　前記Ｘ線受像装置による画像への変換が行われている間の通信可能範囲を、前記Ｘ線受
像装置により得られた画像が送信される際の前記無線基地局の通信可能範囲に比べて限定
する制御手段と
を有することを特徴とする制御システム。
【請求項１３】
　前記無線基地局は、Ｘ線源の位置に設定されていることを特徴とする請求項１２に記載
の制御システム。
【請求項１４】
　前記通信可能範囲は、前記Ｘ線受像装置又は前記無線基地局の電波強度が閾値以上とな
る範囲であることを特徴とする請求項１２に記載の制御システム。
【請求項１５】
　前記通信可能範囲は、データ通信速度が閾値以上となる範囲であることを特徴とする請
求項１２に記載の制御システム。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記無線基地局又は前記Ｘ線受像装置の電波の指向性を限定すること
により、前記通信可能範囲を制限することを特徴とする請求項１２に記載の制御システム
。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記無線基地局または前記Ｘ線受像装置の電波強度を低くすることに
より、前記通信可能範囲を制限することを特徴とする請求項１２に記載の制御システム。
【請求項１８】
　無線基地局を制御する制御装置であって、
　前記無線基地局を介して、Ｘ線受像装置と通信する通信手段と、
　Ｘ線照射の方向に基づいて、前記無線基地局の通信可能範囲を限定する制御手段を有す
ることを特徴とする制御装置。
【請求項１９】
　前記制御手段は、前記Ｘ線受像装置が被写体を通過したＸ線の空間強度分布を２次元画
像に変換する場合に、前記通信可能範囲を限定することを特徴とする請求項１８に記載の
制御装置。
【請求項２０】
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　前記制御手段は、前記Ｘ線受像装置による画像のへの変換が行われている間の通信可能
範囲を、前記Ｘ線受像装置により得られた画像が送信される際の前記無線基地局の通信可
能範囲に比べて限定することを特徴とする請求項１８に記載の制御装置。
【請求項２１】
　前記通信可能範囲が限定され、かつ前記Ｘ線受像装置と前記無線基地局の間の通信が確
立されていない場合に、警告を表示する表示手段をさらに有することを特徴とする請求項
１８に記載の制御装置。
【請求項２２】
　被写体を通過したＸ線の空間強度分布を画像に変換するＸ線受像装置と、前記Ｘ線受像
装置と無線通信を行う無線基地局とを有するＸ線撮影システムが実行するＸ線撮影方法で
あって、
　前記Ｘ線受像装置による画像への変換が行われている間の通信可能範囲を、前記Ｘ線受
像装置により得られた画像が送信される際の前記無線基地局の通信可能範囲に比べて限定
する制御ステップを含むことを特徴とするＸ線撮影方法。
【請求項２３】
　無線基地局を制御する制御装置が実行する制御方法であって、
　前記無線基地局を介して、Ｘ線受像装置と通信する通信ステップと、
　Ｘ線照射の方向に基づいて、前記無線基地局の通信可能範囲を限定する制御ステップと
を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項２４】
　請求項２２又は２３に記載の方法のステップをコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明のＸ線撮影システムは、被写体を通過したＸ線の空間強度分布を画像に変換する
Ｘ線受像装置と、前記Ｘ線受像装置と無線通信を行う無線基地局と、前記Ｘ線受像装置に
よる画像への変換が行われている間の通信可能範囲を、前記Ｘ線受像装置により得られた
画像が送信される際の前記無線基地局の通信可能範囲に比べて限定する制御手段とを有す
ることを特徴とする。
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